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基本的属性 子どもの年齢・通園施設とクラス・出生順位 
 

 

 

 

 

図 3-1 子どもの年齢                                            N=1164 

 

    

図 3-2 通園施設とクラス 

子どもの平均年齢は、3.8 歳であり、そのうち男児は

48.1％、女児は 51.1％であった。また、通園施設とクラス

は、子供の家（オリニチブ）満５歳班が22.4％で最も多く、

次いで子供の家満４歳班が19.6％、子供の家満３歳班が

17.9％、子供の家満２歳班が 13.7％と続いた。通園施設

別の割合は、子供の家が 86.6％で、幼稚園が 13.4％で

あった。 

 出生順位は、第１子が 60.3％、第２子が 34.4％、第３子

以降は 5.3％であり、回答者の約６割は、子どもが第１子

目であった。園からアンケート用紙をもらってきた調査当

該児の第１子目と第２子目の合計は 94.7％であり、少子

化の傾向が明確に表れていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=1164 

図 3-3 出生順位 
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回答者の父母の割合・同居家族  

 

 

 

 

 

図 3-4 回答者の父母の割合                                     N=1164 

 

                                                        

回答者の割合は、母親が 92.4％、父親が 7.6％であり、本調査には、ほぼ母親が回答していた。同時に調査

を実施した台湾と比較すると、台湾の父親は 17.8％回答しており、韓国の父親の 2.4 倍であった。 

 

図 3-5 同居家族                                                     N=1164 

 

 回答者の同居家族は、子どもは 100.0％、配偶者は 97.3％であった。それ以外の同居家族は、配偶者の母が

5.9％で最も多く、次いで本人の母が 3.7％、その他の人が 3.1％、配偶者の父が 2.3％、本人の父が 2.2％であっ

た。配偶者との同居率が高いことから、ひとり親家庭の割合は 3.0％以下となる。また、同居家族で多いのは配

偶者や本人の母であるが、4.0～6.0％以下であり、三世代同居は非常に少ない状況で、本調査の対象は都市

部の核家族世帯が中心層といえる。 

母親 

92.4% 

父親 

7.6% 
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3.7 

2.3 

5.9 

3.1 

本人の父 本人の母 配偶者の父 配偶者の母 その他の人 

祖父母との同居は２～６％以下で、核家族世帯が中心 

回答者の 92.4％は母親、父親は 7.6％ 
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父母の年代と職業 

 

 

 

 

図 3-6 保護者の年代                                                 N=1164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の年齢は、30 代前半が 38.2％で最も多く、次いで 30 代後半が 37.2％であり、約８割が 30 代と中心を占

めている。一方、父親の年齢は、30 代後半が 39.2％で最も多く、次いで 40 代が 32.0％であった。母親と父親の

年齢構成を比べると、父親の方が高年齢層であった。 

                      

図 3-7 保護者の職業                                                N=1164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回答者は 92.4％を母親が占めている関係で、母親の職種では無職が 36.0％で最も多く、次いで会社員が

22.6％、在宅ワークが 7.7％と続いた。父親の職種は、会社員が 54.0％で最も多く、次いで自営業が 15.3％、技

術・労務が 9.6％であった。母親については、就労状況の設問で、専業主婦と回答した内の８割近くが無職と回

答していた。無職を除くと、父母共に会社員が最も多く、日本と類似した傾向であった。 

 母親の年代は 30 代、父親は 30 代後半～40 代中心層 
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母親の就労状況・回答者の最終学歴 

 

 

 

 

 

図 3-8 母親の就労状況                                              N=1075 

   

 母親の就労状況は、専業主婦が 49.4％で最も多く、次いで常勤が 33.8％、パートやフリーが 15.4％と続いた。

常勤とパートを合わせると働く母親は 49.2％で、専業主婦が 49.4％でおよそ半々ずつという状況であった。 

 

図 3-9 回答者の最終学歴                                            N=1164 

 

 回答者の最終学歴は、高校卒が 38.9％で最も多く、次いで短大卒が 31.3％、大学卒が 25.8％、大学院卒が

2.4％と続いた。そのうち、短大、大学、大学院の高等教育を受けた者は 59.5％で約６割であった。一方で、最終

学歴が義務教育である中学卒は 0.9％であり、同時期に国際調査を行った台湾や中国、日本と比べると最も少

ない数値であった。 

0.9 

38.9 

31.3 
25.8 

2.4 0.8 

中学 高校 短大 大学 大学院 無答不明 

仕事をしている母親と専業主婦の割合はおよそ半数ずつ 

回答者の学歴は、高等教育修了者が約６割を占める 
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子どもを養育しながら最も気になる性格や習慣、態度、

様子について各々4段階にたずねて一つずつ選ぶよう

にしてもらった。そのうち、「とても気にしている」と「やや

気にしている」と答えたのを合算した結果を上位順に表

したのが’図 3-10である。 

1位には、「小食や食べ物の好き嫌いがある」49.5％、

2位は、「落ち着きがない」44.5％、3位は、「気になる癖

（指しゃぶり、爪かみ、布しゃぶり等）」44.2％であり、上位

5位まではほぼ同じ水準の結果が出た。 

全体的には、1 位の「小食や食べ物の好き嫌いがある」

と「気になる癖（指しゃぶり、爪かみ、布しゃぶり等）」を除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて、上位 6位まで主に性格的なことを気にしているこ 

とが明らかになった。これは、少子化によって一人か二

人の子どもの家庭が一般的になっている中で、相互作

用の機会が制限され、わがままになったり、自分の感情

をコントロールする能力が落ちているように推察される。 

一方、「アレルギーがある」と答えたのも 40.6％になっ

ており、免疫力が弱まっているのではないかという懸念

もある。 

総合すれば、食べ物や食習慣についての心配とともに、

子どもの性格的な問題についての心配が多く、アレルギ

ーなどの健康についての心配も顕著に高かった。 

 Data24   子どもの気になる性格や態度・様子 
 

 

 

図 3-10  子どもの気になる性格や態度・様子 （とても＋やや気にしている）        N=1164 (％)  
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食べ物や食習慣の心配とともに、子どもの性格の心配が多く、 

アレルギーなどの健康についての心配も顕著に高い 
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子育て生活を保護者はどのように感じているのかを 4

段階でたずねて、「とてもそう思う」と「ややそう思う」を合

算した結果が図3-11である。 

１位には「子どもを持つことで自分自身が成長した」

90.2％、２位は「子どもを感情のままに叱りつけることが

ある 」70.7％、３位は、「子どもが悪いと自分の責任のよ

うに思える」70.5％の順位であった。これは、子育てを自

分の成長に肯定的に受け止めていることと、子どもの成

長の様子が自分の責任と繋がっており、訓育には多少

厳しい傾向があることを表している。 

また、「子どもには自分以上の学歴をつけたい」65.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が４位になっており、子どもへの学歴期待感が依然高い

ことが確認できた。 

一方、 「子育てだけでは社会に取り残されていく感じ

がする」62％、 「仕事、趣味やサークル、スポーツ、宗教、

その他子育て以外のことで充実感を感じている」50.8％、

「現在の生活をむなしく感じることがある」46.5％のように

子育てのかたわら、そのむなしさや社会からの乖離を克

服しようとする努力をしていることがわかった。 

その他、「まわりの子がしている習い事を、自分の子

がしていないと不安になることがある」45.7％など相対的

な育児不安もみえる。 

 Data24  保護者の子育ての受け止め方 
 

 

図 3-11  保護者の子育て生活の受け止め方 （とても＋ややそう思う）               N=1164 (％)                                 
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子どもを感情のままに叱りつけることがある 

子どもを持つことで、自分自身が成長した 

子育ては自分の成長と肯定的に受け止めている 

子育てへの責任感が高いので訓育には多少厳しい傾向がある 
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保護者が活用する専門家やメディア、家族など 17項

目の「しつけ・教育の情報源」の中から、「活用している」

と答えた上位 13項目を表したのが図 3-12である。 

その結果、多く活用されている上位4項目は、①近所

の友人84.3％、②インターネットやブログ76.4％、③園の

先生 75.3％、·④配偶者74.0％となり、近くに住んでいる

人や直接関係する園の先生を多く活用していることがわ

かった。 

特に、インターネットやブログを情報源として多く活用

している点は注目されたい。韓国では、特に若い保護者

たちには、インターネットやブログにアクセスする機会が

多く、買い物や文化活動など日常生活の中でインター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットやブログを活用することが益々一般的になってい 

る。 

従って、今後、しつけ・教育の情報源としてインターネ

ットやブログをいかに活用するかは重要な課題になる。 

一方、上位 13 項目には入らなかったが、電話相談や

相談機関、保健師や栄養士など公的な機関をしつけ・教

育の情報源として活用する割合は相対的に低かった。こ

の結果は、これから政策的にこのような機関を増やし、

また保護者たちに認識させる必要があるといえよう。 

今回の調査の自由記述でも子育てのための情報の提

供、育児について気軽に相談できる機関や施設を望む

意見が多くあった。 

 Data26 保護者が活用するしつけ教育情報源 

 

 

 

 

図 3-12 保護者が活用する しつけ教育の情報源 上位 13項目                N=1164 (％)                                 
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上位４位は距離的に近い人や園の先生を活用する 

インタ―ネットやブログの活用が顕著に高い 
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保護者が活用する専門家やメディア、家族など 17 項

目の「しつけ・教育の情報源」の中から、最も信頼する情

報源は何か、そして不安になった情報源は何かを一つ

ずつ選定してもらった。信頼する情報源として上位にあ

げられたのは、① 園の先生 15.6％、② 近所の友人

15％、③インターネットやブログ 13.7％、④育児書や教

育書などの専門書 12％であった。一方、不安になった情

報源として上位にあげられたのは、①インターネットやブ

ログ12.6％、② 配偶者の親11％、③電話相談や相談機

関 9.1％の順であった。面白いのは、インターネットやブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログが信頼する情報源として 3位に上げられたにもかか

わらず、不安になった情報源として 1 位になっていること

だ。すなわち、インターネットやブログの情報をよく活用

して、期待する情報を得ているものの、その信頼性にお

いては不安感を持っているのである。今後は、インター

ネットやブログによる情報の正確性・信憑性を維持する

ための措置が必要であろう。また、電話相談や相談機関

についての信頼性が低く、不安になった情報源として上

げられたのは、これから韓国で「しつけ・教育の情報源」

を整備する政策に示唆を与えていると思われる。 

 Data27  最も信頼する、不安になったしつけ教育の情報

源 

 

 

図 3-13 最も信頼するしつけ教育の情報源上位 9項目、最も不安になった情報源 10項目  N=1164 (％)                      
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子育てをしていてどのような支援があるとよいと思う

か、自由に意見や提案を書いてもらった。保護者の約

60％が財政的な支援を望んでいた。養育手当、保育費

及び教育費の支援、無償教育の実現などを要望する

保護者も多かった。 

延長保育や土曜日の保育、一時保育など、多様な

保育サービスについての要求も多かった。 

とくに、共稼ぎの場合、朝早い時間の登園と遅い降

園を望んでいた。 

一方、子育てのための情報の提供、育児について

気軽に相談できる機関や地域での遊び場、子ども向け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案も書かれていた。 

優秀な教師の確保と教師の質の向上のための意見 

 

の活動や習い事ができる安くて良質の施設を望む提 

案も出された 

また、保育施設の増設をはじめ、安全な保育環境や

保育及び教育政策についての提案も多岐にわたって

提案されていた。 

その他、予防接種など子どもの医療費の減額、無償

化を願う意見も記述されていた。 

調査を実施した時期は、幼児教育や保育政策の大

きな変動があった状況でもあって、とくに政府に望む財

政的な支援に関連する意見が目立って多かったことを

特記しておきたい。  

Data28  保護者の子育てへの提言（韓国） 

 

 

 

 

図 3-14  保護者の子育て支援への提言・上位 13 項目（パーセント）  N=579                 
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子育て情報・教育支援・親への育児相談

年齢・所得を限定しない教育費の支援

園の受託時間を長くして欲しい・

延長保育の充実・保育施設の増設

地域での遊び場や施設、

子ども向けの活動・習い事

保育費や教育費支援

（無償化・バウチャー支援など）

政府からの養育手当、

経済・教育費援助・国策への提言

保護者の 49.7％（1164 中 579 人）が意見を記述、約 60％の保護者が 

政府からの財政的な支援を望む、多様な保育サービスへの期待も多い 
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● 経済的な支援がほしい 

「保育園の実質的な支援があってほしいです。保育

費ほか、活動費に関しても、サポートできればと思

います。」          （５歳・男・24歳） 

「養育手当てを受けることができる幅がとても狭い

と思われます～中略～保育費支援より養育手当てを

幅広く行きわたることを希望します。」   

（３歳・男・30歳） 

「保育費の拡大支援、特別活動費の削減、２人以上

の場合の減免（授業料、入学金）リアルタイム CCTV

確認、交通費を新学期に一度に支払うのが負担にな

る。」            （１歳・女・29歳） 

「保育料全額支援。（市立、幼稚園、保育園差別なく。）

子どもの特技適性をよく生かせる低額または無料で

利用できる場所。」       （５歳・男・37

歳）    

● 地域における子育て支援施設の整備 

 「育児ストレスが健全に解消することができる地

域のプログラム、園外の私的教育費を減らすことが

できる地域の団体が運営する実力のある先生が多け

ればいいと思い        （４歳・男・38歳） 

「地域別の図書館に隣接してネイティブの英語プロ

グラムと各種の文化行事に接し、子どものための文

化センターのプログラムを多様に利用したい。」 

           （４歳・男・32歳） 

「地域文化センターが活性化されたら良いだろう。

マート内にある文化センターではなく、地域の保健

所、役所など公共機関が運営する教育が安く、多様

にできれば。」        （３歳・女・36歳） 

● 延長保育など多様な保育サービス！ 

「午前の保育時間の調整、出勤時間との差が多く保 

育園の選択に幅が狭い。土曜日の保育を活性化（フ 

ルタイム）にしてほしい」    

（１歳・男・35歳） 

「 親が共働きできるように時間の延長や保育の質

を高くしてください。保育園が増えて子どもを他の 

 

地域の保育園まで送ることがなくなってほしい。」 

              （３歳・女・33歳） 

●子育て情報や育児相談 

「子育てをしながら難しい悩みを相談することがで

きる機関を知ってほしいです。 」   

（５歳・男・44歳） 

「育児情報を取得し、書籍を参考にすることができ

る専門空間が用意されたら良いだろう。 」 

（３歳・女・34歳） 

● 教師の質向上 

「質の高い教育を行うことができる保育教師を養成

し、保育教師にもう少し良い待遇をすれば良い。」 

       （１歳・女・38歳） 

「専門教育を徹底的に受けた教師たちとの信頼！子

どもを預けるとき、いかなる支援より、安心できる

ように親と教師間の信頼関係が大切なのだ。 」 

  （１歳・男・32歳） 

● 保育および教育政策への提言 

「先進国の福祉政策をついて行くには非常に不十分

か、低出産の我が国の実情を反映して支援が拡大し

ているなかで多子家族には恩恵が差別化されたら良

いです。」          （４歳・女・32歳）

「先進国の福祉政策をついて行くには非常に不十分

か、低出産の我が国の実情を反映して支援が拡大し

ているなかで多子家族には恩恵が差別化されたら良

いです。」          （４歳・女・32歳） 

● 医療費の支援 

「教育費や医療費（予防接種やその他の検査料）。」 

               （４歳・男・32歳） 

「子育てをしながら一番気になのが病気なのに、病

気についての保障はあまりないですね。子どもをた

くさん産んでと言いながら、保育園のほかにかかる

費用が少なくありません。３歳まで医療費無料サポ

ート、こんなものが必要だと思います。」 

           （２歳・女・32歳） 

（子どもの年齢・性別・保護者の年齢） 

自由記述の具体的内容 

多くの貴重な意見や提言から、一部を抜粋して以下に紹介する 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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保育費用の免除――普遍的な福祉への声が結集 

2012 年度より満０-２才児、そして満５才児に対する

幼稚園とオリニチブ（子供の家：保育所）に収める保育

料が免除となった。そして、2013 年度からは３-４才児

までも免除となり、オリニチブと幼稚園に通うすべての

児童の保育料が免除となった。 

ただし、幼稚園の場合、オリニチブの保育料に値す

る金額の差額は親の負担になり、またオリニチブと幼

稚園の両方とも特別活動費は、依然、親の負担になっ

ている。そして、０才―２才児のなかで、親が家庭で養

育する場合、各々０才 20 万ｳｫﾝ、１才 15 万ｳｫﾝ、２才

10 万ｳｫﾝの児童養育手当てが国より支給される。 

上記の表にあるように、中央政府の保育予算は

益々上がっており、2013 年度には全面無償保育のた

め、2012 年度より 50％程度上昇した４兆５千億ｳｫﾝ 

の予定だった。しかしながら、各地方自治団体の財

政状況が様々で、スタートから間もなく、財源不足を訴

える自治体が増えてきた。政府は、急遽、来年度の支

援政策を変更するという方針を出した。 

本調査の「保護者の子育て支援への提言」の自由

記述分析の結果では、上位４項目は、すべて保護者が

経済的な支援を望んでいる内容が占めており、それら

を合計すると59％となり、記述者の３人に２人があげて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の予算になっている。 

今回の調査の結果でも自由記述のうち約 60％ぐら

いの親から保育料の支援に関する意見が出された。こ

のように現在韓国では、普遍的な福祉への念願が高く

なっており、少子化の傾向とともに、保育への国家責

任の声が結集しているといえよう。 

 

保育内容の充実 

――カリキュラムの再整備、幼保一元化の兆し 

2012 年度より、幼稚園とオリニチブの満５才児を対

象にした共通カリキュラムである「ヌリ課程」が導入さ

れた。また、これは 2013 年度からは満３才児と４才児

にまで拡大された。従って、従来の幼稚園教育課程は

実質的に消滅して、オリニチブ向けの標準保育課程は、

満０-２才児に限定される。満３-５才児までの無償保育

 

 

 

年度 

 

保育事業の総予算 

 

保健福祉部予算 

 

政府予算 

保健福祉部予算の

中の保育予算の 

割合 

2000 145,959 5,310,021 88,736,307 2.75 

2001 170,563 7,458,139 99,180,065 2.29 

2002 210,279 7,749,477 109,629,790 2.71 

2003 299,939 8,502,212 118,132,320 3.53 

2004 403,798 9,232,154 120,139,368 4.37 

2005 600,091 8,906,745 135,215,587 6.74 

2006 791,008 9,706,335 146,962,504 8.15 

2007 1,043,474 11,529,241 156,717,719 9.05 

2008 1,417,780 16,021,279 179,553,700 8.85 

2009 1,710,430 19,451,104 203,549,740 8.79 

2010 2,127,509 19,533,546 201,283,456 10.89 

2011 2,478,380 20,736,845 209,930,268 11.95 

2012 3,028,567 22,181,475 223,138,378 13.65 

表 3-1 中央政府の保育事業の総予算、保健福祉部予算、政府予算の推移 (2000-2012) 単位 百万ｳｫン,％ 

 資料：韓国開発研究院、 『結婚、出産、育児支援事業群深層評価』、2012 

大幅に変動している韓国の幼児教育•保育政策 

韓国の子育て支援政策や園の現状 
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と教育課程の一元化を結合して考えれば、まさに、幼

保一元化の序幕のようにもみられる。さらに幼稚園も

徐々に全日制保育に変化しており、オリニチブと変わ

らなくなってきている。一部では、市民運動の次元では

あるが、幼保一元化の模索として、いわゆる「嬰幼兒

學校」案が出されている。 

このような動きに伴い、現在韓国では、幼稚園教師

の資格とオリニチブの保育教師資格を統合する検討が

行われている。問題は、０－２才児を分離するか０－５

才児まで統合して行くか、思案しているようだ。この結

果によって、大学を中心とする養成課程にも大きい変

化がもたされると思われる。 

加えて、2014 年の新入生より、保育教師の資格を取

得するための単位が現在の 35 単位から 51 単位に増

えるようになる。これは保育教師の質を高めようとする

国の政策の一環であり、しいては保育の内容を充実す

るための基盤助成でもある。 

ここで、韓国で今回の調査が実施された 2012年 1-3

月は、政策の変動期であって、その解釈にも注意が必

要であることを付記しておきたい。 

 

国の育児支援政策のビジョンと目標  

日本と同様、韓国も資源の少ない国であって、競争

力を持っているのは良質の労働力であろう。 

 

 

図 3-15 養育支援の政策対象設定 : 0∼8 歳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

しかしながら、子どもの養育問題は特に女性の経済活

動への参加に大きな負担になっている。 

従って、国としては、育児支援は未来の人力を養成

するとともに女性の経済活動への参加を拡大すること

は、最優先的な課題の一つになっている。 

現在の韓国における幼児教育と保育の仕組みは下

の図のようになっている。特に３－５才児の場合、前述

のように 2013 年から「ヌリ課程」が全面導入されると同

時に、所得を問わず保育料の無償化によって積極的

に入園を奨励している。これはOECDから３－5才児の

９０％以上の入園勧告、2011 年１１月、UNESCO 総会

での初期児童教育を３才未満の初期児童発達プログ

ラムと３才から小学校就学前の二つの類型に分類する

いわゆる ISCED 2011 の採択などの影響も制度導入

の背景にあったといえよう。 

特に「ヌリ課程」は、最近大きい問題になっている学

校暴力予防教育と関連して、幼児期から人を配慮し、

共感する力量を育むための人性教育を強化しようとし

ている。 

以上のような背景とビジョンの下で、韓国では幼児

教育と保育政策に幅広い変化が予想されている。この

プロセスの中で、今まで民間が主導してきた流れを政

府がいかに無理なく主導していくか、子育て期の親だ

けではなく国民全体がその方向性を注目している。 
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足りない無償保育財政 

去る大統領選挙において与野党の代表福祉公約で

ある無償保育(保育が地方自治体の財政不足で支障を

きたす展望である。 これは全面保障保育を実施する

といった初期からすでに予想された事態でもある。 

2013 年全国地方自治体が負担しなければならない

無償保育予算は 3 兆６千億ウォンで、国家予算（3 兆４

千 790億ウォン）に比べて 1千 365億ウォンも多い。無

償保育のための国費と地方費負担比率が地方自治体

の財政自立度により差があるためである。これに対し

昨年の水準で予算を編成した地方自治体は 7 千余億

ウォンの追加負担を招くことになったのである。 

 0～5 才児の保育料・養育手当ての支給を全階層

に拡大して無償保育を実現するというのは与野党の代

表的な大統領選挙公約だった。昨年までは所得上位

30％家庭の 3～4 才児の場合、保育料が前階層中 3～

5 才児と次上位階層以上（所得上位 85％ほど）家庭 0

～才児には養育手当てがそれぞれ支給されなかった。

ところが、2013 年の 3 月からはすべての 0～5 才児に

保育・養育手当てが支給される。 政府は今年の年末

まで、新しく保育・養育費を申請する人が約 187万人に

達して、約 319 万人が支給を受けると推算している。 

問題は支給対象が急速に増えながら、地方自治体が 

その負担を耐えることができないというところにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、国会は幼児保育費の国家補助率を上向く法

改正案を数ヶ月目処理しないままでいる。この法案は

現在の幼児保育事業の国庫補助率がソウル 20％・地

方50％になっているが、ソウルは 40％、地方は70％と

してそれぞれ高めることを主な内容としている。 

 地方自治体は国庫補助金が拡大しなければ今年は 

昨年よりさらに深刻な水準の危機を迎えることになると

見られる。これは、予算不足問題を解決する代案がな

いためである。比較的財政自立度が高いと評価される

ソウル、瑞草区（ソチョグ）の場合、2013 年 5 月から無

償保育に含まれる養育手当てを支給できないという公

文書を国務総理室と企画財政部などへ送った状態で

ある。 

 さらに、全国的に不動産の取り引きも急減し、地方税

が減る状況下で、保育料と養育手当てで支給しなけれ

ばならない負担だけ増えたので、追加歳入がない状況

で追加経費編成も容易ではないと思われる。 

 

国家で支援しなければ 

 各地方自治体は、保育予算の国費比率を増やさなけ

ればならないと主張している。今回の事態の責任は全

面的に与野党政界にある。無差別に掲げた福祉ポピュ

リズムが徐々にその弊害を表しているところである。 

 

普遍的福祉と選別的福祉の間のジレンマ   

満年齢 支給単価 その他 

0 394,000    家庭で養育する場合、 

1 347,000   ０才２０万、１才１５万 

2 286,000 ２才１０万の養育手当て 

3 
 

  

4 220,000 ヌリ課程 

5     

表 3-2  政府の保育料支援（2013 年 3 月より） 単位 ウォン 

 

 

  

 

 

     

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
無償保育の虚と実 
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 福祉政策の拡大で、全国のすべての地方自治体が

財政確保のために困難を経験しているので、政府は責

任をもってその打開策を提示しなくてはならない。 こ

れからは、無償保育施行において政策的な側面に関し

て多様な階層の声を積極的に反映して財政が劣悪な

地方自治体に対する財政保全問題も中央政府が考慮

しなければならないと思われる。 

 

養育手当て一解決法になるのか 

 一方、保育料が支給される施設に子供を送る両親達

は、家庭養育を選択するのに養育手当てとして月 47

万ウォンは欲しいとしている。国務総理室傘下の育児

政策研究所で発表された養育手当ての可能性と限界

という報告書によれば、オリニチブ利用を中断する意

志のある両親達の希望給与額は 47 万ウォンであると

調査された。希望給与額で 40 万～50 万ウォンを選ん

だ両親が 34.2％で最も多かったし、20 万～30 万ウォン

（28.9％）、50 万ウォン以上（17.1％）の順である。 

 また、現在の養育手当てを受けている次上位階層の

両親達も、‘養育手当てを受けるので子供をオリニチブ

に送らないで家庭で養育するつもりか’という質問につ

いて、60.4％が‘そうではない‘と答えた。 すなわち、

現行の支給額である 10～20 万ウォンでは支給対象を

拡大するとしても家庭保育を選択する可能性が希薄で

あるといえよう。 

 ただ、同じ質問について 20 万ウォンを受ける両親達

の 46.1％、10万ウォンを受ける両親達の29.7％のそれ

ぞれが、養育手当てのためにオリニチブに送らないと

応答、支給金の水準が主な変数になるのは事実と確

認されている。 

ここで、考えなければならないことは、相対的に所得

の低い家庭の児童が自分の意思とは関係なく、支援

金のために保育の死角に置かれてしまい、また、家庭

の中でもろくに養育されない恐れがあるという点である。

報告書は”長期的には保育形式に関係なしに支給する

児童手当制度を導入して、また必要な場合、養育手当

てを追加支給できる制度が必要である“と指摘した。 

 

無償保育は‘保育の公共性’の実現になるか 

 保育問題が政治論理により無償保育一辺倒で政策 

決定がなされる場合、経済的費用を引き起こして国家

発展を阻害することができるという主張も出てきた。 

韓国経済研究院は 2013年 3月 12日、’保育政策論

争と推進課題‘という政策研究報告書を通じて、このよ

うなことを明らかにした。 

 報告書は、まず、去る大統領選挙をたどりながら保

育に対する政策対決が失踪され、与野党、新政府が一

筋無償保育を基調として政策を推進している憂慮しな

がら、これは経済的な合理性ではなくて、政治論理で

政策が決定されるからであると指摘した。 

 また、このように普遍的な保育を擁護する基底には

‘保育の公共性’と保育政策を通じて‘低出産と女性の

労働力供給’問題を解決しようとする政策の信頼が敷

かれていると推し量れる。 

 しかしながら、報告書では、‘保育の公共性’というの

は感性に訴える用語として合理的な政策方向の模索

には役に立たなくて、低出産と女性の労働供給問題は

保育政策で解決するのではなくて、別途の政策代案が

必要な事案であると強調した。 

 報告書は特に保育サービスに対する需要者の多様

な選好は、最終的には市場で解決されるべきであって、

従って政府中心の画一的な保育サービスの提供では

ない、政府と市場の役割が補完的に作動するように政

策の方向がきまらなければならないと提案した。 

 また、そのためには規制緩和を通した民間の部分保

育サービスの質的向上を模索するべきであると主張し

た。 

 

普遍的な保育と選別的な保育の調和 

 今回の無償保育政策は共稼ぎ家庭と専業主婦家庭

を区別しないで一律的に支援しているという点でも批

判を受けている。 

 このように今回の全階層無償保育の拡大が養育負

担に対する根本的な解決策を提示してくれるには十分

ではないという指摘が多い。 

すべて終日班だけ支援するのを、半日班、一時保育

など共稼ぎ家庭や専業主婦家庭で必要とするのを選

択できるように多様なサービスとインフラが必要であろ

う。 

これらは新しい政府で必ず解決しなければならない

課題であろう。 
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